
林
業
経
営
の
改
善
等
に
必
要
な
資
金
の
融
通
の
円
滑
化
の
た
め
の
林
業
改
善
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
要
綱

第
一

林
業
改
善
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正

一

題
名
を
「
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
」
と
す
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

林
業
改
善
資
金
を
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
（
林
業
経
営
若
し
く
は
木
材
産
業
経
営
の
改
善
又
は
林
業
労
働
に
係

る
労
働
災
害
の
防
止
若
し
く
は
林
業
労
働
に
従
事
す
る
者
の
確
保
を
目
的
と
し
て
新
た
な
林
業
部
門
若
し
く
は
木
材
産
業

部
門
の
経
営
を
開
始
し
、
林
産
物
の
新
た
な
生
産
若
し
く
は
販
売
の
方
式
を
導
入
し
、
又
は
林
業
労
働
に
係
る
安
全
衛
生

施
設
若
し
く
は
林
業
労
働
に
従
事
す
る
者
の
福
利
厚
生
施
設
を
導
入
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
の

に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
資
金
に
改
め
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
と
す
る
こ
と
。

施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
取
得
に
必
要
な
資
金

（一）

造
林
に
必
要
な
資
金

（二）

立
木
の
取
得
に
必
要
な
資
金

（三）

経
営
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の
合
理
化
そ
の
他
の
林
業
経
営
又
は
木
材
産
業
経
営
の
改
善
に
伴
い
必
要
な
資
金
で

（四）



農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

三

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
林
業

・
木
材
産
業
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
申
請
書
に
添
え
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
、
当
該
貸
付

け
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
及
び
第
八
条
関
係
）

四

都
道
府
県
は
、
林
業
従
事
者
等
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
銀
行
等
の
融
資
機
関

に
対
し
、
当
該
業
務
に
必
要
な
資
金
の
全
部
を
貸
し
付
け
る
事
業
を
行
え
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場
合
に
、
政
府
は
、
当
該

都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
行
う
事
業
に
必
要
な
資
金
の
一
部
に
充
て
る
た
め
補

助
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

五

農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
出
資
し
て
い
る
木
材
卸
売
業
者
等
が
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
を
融
資
機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
対

し
て
負
担
す
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

第
二

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正



林
業
経
営
改
善
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
林
業
経
営
の
改
善
の
た
め
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要

な
資
金
（
林
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の
合
理
化
等
の
林
業
経
営
の
改
善
に
伴
い
必
要
な
も
の
に
限
る
。
）
を
調

達
す
る
の
を
円
滑
に
す
る
た
め
必
要
な
資
金
の
供
給
の
事
業
を
行
う
都
道
府
県
に
対
し
、
農
林
漁
業
信
用
基
金
は
当
該
事
業

に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

第
三

農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
改
正

農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
に
基
づ
く
債
務
保
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
関
係
）

第
四

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
改
正

一

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
に
基
づ
く
債
務
保
証
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
関
係
）

二

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
林
業
経
営
改
善
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
造
林
等
に
必
要
な
長
期
か

つ
無
利
子
の
資
金
の
融
通
を
行
う
の
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
長
期
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
附
則
第
十
条
関
係
）



第
五

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


